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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月7日(2020.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（i）前立腺酸性ホスファターゼ（ＰＡＰ）遺伝子由来のヌクレオチド配列を有する核
酸と、
　（ii）ヒトプログラム細胞死受容体１（ＰＤ－１）阻害剤と、
を含む、それを必要とする被験体における前立腺癌の治療への使用のためのワクチンであ
って、
　前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤とは同時投与される、ワクチン。
【請求項２】
　前記同時投与が、前記ワクチンの投与後、前記ワクチンの投与から２４時間以内に前記
ＰＤ－１阻害剤を投与することを含む、請求項１に記載の使用のためのワクチン。
【請求項３】
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　以下の特徴のうち１つ以上をさらに満たす、請求項１または２に記載の使用のためのワ
クチン：
　前記ＰＡＰ遺伝子がヒトＰＡＰ遺伝子である；
　前記被験体がヒトである；
　前記核酸がｐＴＶＧ４－ＨＰである。
【請求項４】
　前記ＰＤ－１阻害剤が、ペンブロリズマブまたはニボルマブである、請求項１～３のい
ずれか１項に記載の使用のためのワクチン。
【請求項５】
　前記ヌクレオチド配列が、配列番号１、配列番号２、または配列番号３のアミノ酸配列
、またはその一部もしくは置換変異体を含むポリペプチドをコードする、請求項１～４の
いずれか１項に記載の使用のためのワクチン。
【請求項６】
　前記ワクチンを約２週間毎に投与する、請求項１～５のいずれか１項に記載の使用のた
めのワクチン。
【請求項７】
　最大９０日の期間、前記ワクチン及び前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に同時に投
与する、請求項１～６のいずれか１項に記載の使用のためのワクチン。
【請求項８】
　９１日～３６５日の期間、前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に同時
に投与することをさらに含む、請求項７に記載の使用のためのワクチン。
【請求項９】
　９０日後にＰＳＡの減少または腫瘍退縮を示す患者を選択し、９１日～３６５日の期間
、前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に投与する、請求項７または８に
記載の使用のためのワクチン。
【請求項１０】
　９０日後にＰＳＡの減少または腫瘍体積の縮小を示す患者を選択し、患者が疾患の進行
の客観的エビデンスを示すまで、前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に
投与する、請求項７～９のいずれか１項に記載の使用のためのワクチン。
【請求項１１】
　３６６日～７３０日の期間、前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に投
与することをさらに含む、請求項７～１０のいずれか１項に記載の使用のためのワクチン
。
【請求項１２】
　３６５日後にＰＳＡの減少または腫瘍退縮を示す患者を選択し、９１日～３６５日の期
間、前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に投与する、請求項７～１１の
いずれか１項に記載の使用のためのワクチン。
【請求項１３】
　９０日後にＰＳＡの減少または腫瘍体積の縮小を示す患者を選択し、患者が疾患の進行
の客観的エビデンスを示すまで、前記ワクチンと前記ＰＤ－１阻害剤を１０～２８日毎に
投与する、請求項７～１２のいずれか１項に記載の使用のためのワクチン。
【請求項１４】
　前記同時投与が以下のうち１つ以上をもたらす、請求項１～１３のいずれか１項に記載
の使用のためのワクチン：
　前記被験体における、前記ワクチン単独の投与に比べて向上した抗腫瘍応答；
　ＰＡＰ特異的Ｔ細胞の数の増加；
　ＰＤ－１を発現する循環ＣＤ４＋またはＣＤ８＋Ｔ細胞の数の増加；
　前記被験体の血中の循環腫瘍細胞の量の減少；
　前記被験体におけるＰＡＰ特異的抗体の量の増加。
【請求項１５】
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　前記ワクチンを投与する１つ以上の工程及び／または前記被験体由来の試料中のＰＤ－
１陽性Ｔ細胞の数を測定する１つ以上の工程を含む、請求項１～１４のいずれか１項に記
載の使用のためのワクチン。
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